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２．地域包括ケア（地域における介護・医療・福祉の一体的提供）の推進について 

（第５期計画の充実強化） 

○ 第３期計画以降は、 

①急速な高齢化の進展（特に、独居高齢者、認知症の高齢者の増加等）、 

②高齢者像と地域特性の多様化等、 

  高齢者の保健医療福祉を取り巻く環境の変化等に適切に対応し、高齢者が要介護状態になっ

ても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう、介護、予防、医療、生

活支援サービス、住まいの５つを一体化して提供していく「地域包括ケア」の考え方に基づ

き、取り組んでいただいているところであり、引き続き、第３期、第４期計画の延長線上に

位置づけられる第５期計画の取組に当たっては、第３期計画策定時に定めた平成２６年度ま

での目標達成に向けて継続的に取り組むことが必要である。 

 

○ この「地域包括ケア」とは、高齢者の生活を地域で支えるために、必ずしも介護保険の保

険給付だけでは十分ではないことから、まず高齢者のニーズに応じ、①住宅が提供されるこ

とを基本とした上で、高齢者の生活上の安全・安心・健康を確保するために、②独居や夫婦

二人暮らしの高齢者世帯、或いは認知症の方がいる世帯に対する緊急通報システム、見回り、

配食等の介護保険の給付対象でないサービス、③介護保険サービス、④介護予防サービス、

⑤在宅の生活の質を確保する上で必要丌可欠な医療保険サービスの５つを一体化して提供

していくという考え方である。 

 

 

【地域包括ケアの５つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせによるサービス提供）、
継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須。

①医療との連携強化
・２４時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化。
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備（平成２１年度補正予算：３年間で１６万人分確保）
・２４時間対応の在宅サービスの強化
③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービ
ス）サービスを推進。
⑤高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備（国交省）
・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備、・持ち家のバリアフリー化の推進

日常生活圏域
（30分でかけつけられる圏域）

地域包括ケアシステムについて

 

 


